
社会福祉法人ＡＪＵ自立の家

福祉事業所ＢＣＰ

豊田市障がい福祉課版
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緊急事態発生後の対応

福祉事業所におけるＢＣＰ策定ガイドラインより



BCP策定の流れ

福祉事業所におけるＢＣＰ策定ガイドラインより

１．事業継続計画策定のためのアセスメント

⚫ 事業継続方針の検討…安全、事業継続、地域貢献などの観点
⚫ 想定する緊急事態とその被害想定の検討
⚫ 重要な事業・業務の選定と目標復旧時間の決定

２．事業継続のための対策の検討

⚫ 重要な事業の継続や早期復旧のための対策

３．事業継続計画の管理方法の検討

⚫ 事業継続計画の周知・徹底
⚫ 事業継続計画の点検・見直し

４．事業継続計画の文書化

⚫ 事業継続計画書の作成
⚫ 各種マニュアル、各種リストの作成



大規模災害時の職員の出勤の可否検討表

福祉事業所におけるＢＣＰ策定ガイドラインより

業務影響分析表



福祉サービスごとの

継続・復旧のイメージ

福祉事業所におけるＢＣＰ策定ガイドラインより



職員が不足する場合の対応

福祉事業所におけるＢＣＰ策定ガイドラインより



BCPと関連する文書の例

福祉事業所におけるＢＣＰ策定ガイドラインより
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防災計画 事業継続計画

対象とする災害 特定の災害（主に地震）
地震、風水害といった自然災害のほかに、
新型インフルエンザなどの感染症の流行、
火災やテロなど

作成する目的
人命の安全、物的被害の軽減
を図る

左記に加えて、
重要な事業・業務の継続または早期復旧
を果たす

対象範囲 本部、事業所などの場所単位

事業単位

※法人内だけでなく、例えばガソリン、
食料品の購入先などといった法人外も検
討の対象となる

復旧

被害状況を見てから復旧の時
期を決める。被害を軽減すれ
ば、復旧にかかる時間も短縮
できる

あらかじめ目標復旧時間を設定する。目
標復旧時間までに復旧するように、様々
な備えを事前に行う

具体的な対策例
耐震補強などの被害を軽減す
る対策、防災マニュアルの作
成、備蓄品の購入など

左記に加えて、
事業継続計画書の作成、代替拠点の確保、
食料品や消耗品の代替調達先の確保など

普段における活動 定期的な防災訓練や安全点検
事業継続計画に定めた対応策の定着のた
めの教育・訓練

防災計画と事業継続計画の違い

福祉事業所におけるＢＣＰ策定ガイドラインより



事業継続計画の周知・徹底

福祉事業所におけるＢＣＰ策定ガイドラインより

１．講義

⚫事業継続計画書や各種マニュアルの説明

２．実地確認

⚫施設内の防火、防災設備を自分の目で確かめる

３．実動訓練

⚫避難訓練、消火訓練、安否確認訓練、炊き出し訓練、帰宅訓練
など

４．机上訓練

⚫災害図上訓練…地図を用いて災害をイメージし、地域の課題、災害対応や事

前の対策などを検討する訓練

⚫図上ワークショップ訓練…特定の災害状況下でどのような対応をとるのか、

グループで検討する訓練

⚫図上シミュレーション訓練…訓練の進行役から与えられる状況に関する

情報や他グループとの情報交換により、時間的制約のある中で対応していく訓練



事業継続計画の点検

福祉事業所におけるＢＣＰ策定ガイドラインより

観点…事業継続計画書や各種マニュアルなどに定められた
とおりに運営がされているか

⚫ 教育や訓練が定められた通りに実施されているか
⚫ データのバックアップが定められた通りにとられているか
⚫ 備蓄品の必要数量、消費期限、保管場所が定められた通りに管理されているか
⚫ 事業継続のための対策が実施計画に定められた通りに対応されているか

事業継続計画の見直し

観点…事業継続計画書や各種マニュアルなどに定められた
内容が現況を反映したものか

⚫ 教育や訓練の実施内容が事業継続のために効果的なものか。変更の必要はないか
⚫ バックアップをとるデータの対象範囲が適切かどうか。変更の必要はないか
⚫ 備蓄品の必要数量、保管場所が適切かどうか。変更の必要はないか
⚫ 事業継続のための対策の実施計画が適切かどうか。変更の必要はないか



表紙

豊田市障がい施設業務継続計画（BCP）

区分 内容

確認日 ●●年●●月●●日現在

事業所・施設名

地震 災害想定 最大震度 ●●

風水害 災害想定 ハザードマップにより確認

利用者数
通所者… ●●人
入居者… ●●人

職員数 ●●人
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参考

豊田市地震ハザードマップ
http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/bousaibouhan/1031852/1029984/1002340.html

豊田市洪水ハザードマップ
http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/bousaibouhan/1031852/1029984/1002342.html

豊田市土砂災害ハザードマップ
http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/bousaibouhan/1031852/1029984/1027625.html

施設の危険が明白の場合 ➤➤➤
すぐ避難
（避難マニュアル）

基準以上の災害が発生したが、施設の
安全が確保され業務が継続できる場合

➤➤➤ 業務継続計画BCP発動

施設の安全が確保され通常業務ができる
場合

➤➤➤ 通常営業
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豊田市地震ハザードマップ
http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/bousaibouhan/1031852/1029984/1002340.html
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http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/bousaibouhan/1031852/1029984/1002342.html
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大規模災害時には、施設も被災し、人員や物資・ライ
フライン等が制約を受ける可能性が高いため、平常時の
人員と業務執行環境を前提とした通常業務を行うことは
難しい。さらに、災害時に応急対応する業務が膨大に増
えてしまう。

そのため、大規模災害時においても優先すべき非常時
優先業務をあらかじめ選定し、迅速かつ的確に応急対策
を行っていかなくてはならない。また、非常時優先業務
を執行する上で課題となる項目についても明らかにし、
これらを改善することにより、組織の防災力の向上を図
ることが求められる。

このような観点から、様々な制約のもとでも、業務を
継続できるよう計画（ＢＣＰ）を策定する。

業務継続計画（BCP）とは

Business Continuity Plan



豊田市の業務継続計画(BCP)の発動と終結

豊田市障がい施設業務継続計画（BCP）

区分 内容

発動基準 地震 震度6弱以上…自動発動
震度5強以下…被害状況に応じ、災害対策本部長
宣言によって発動

風水害 災害対策本部配備基準「第３非常配備」
次の場合に被害状況に応じ、災害対策本部長宣
言によって発動
①大雨特別警報、暴風雨特別警報、暴風雪特別
警報が発令された場合

②次の場合で本部長が必要と認めたとき
a 広域的に災害の発生が予想される場合
b 矢作川はん濫警戒情報（洪水警報）が発表
された場合

その他 災害対策本部長が必要と認めた場合

終結基準 災害応急対策がおおむね完了したと災害対策本部長が認め
た場合
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① 利用者情報安否確認

② 職員参集名簿・安否確認

③ 決定権限順位

④ 業務の優先順位

⑤ A優先業務手順書

⑥ 関係連絡先一覧

目次

豊田市障がい施設業務継続計画（BCP）
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①利用者情報・安否確認

豊田市障がい施設業務継続計画（BCP）

No 分類１ 分類２ 氏名 電話番号１ 電話番号２ 安否 確認者 確認日時

1 リハ 〇〇 〇〇 090-1234-5678 080-1234-5678

2

3

4
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②職員参集名簿・安否確認

豊田市障がい施設業務継続計画（BCP）

No 所属 役職 氏名 電話番号 想定参集時間（徒歩） 安否

1 生活介護 管理者 防災太郎 090-1234-5678 2時間30分

2

3

4
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③決定権限順位

豊田市障がい施設業務継続計画（BCP）

順位 所属 役職 氏名 想定参集時間 備考

第１位

第２位

第３位

第４位

第５位

班 所属 役職 氏名 想定参集時間 備考

●●班

災害時の体制



④業務の優先順位（業務の洗い出しシート）

豊田市障がい施設業務継続計画（BCP）

No 業務 内容 優先度 担当者

1 利用者の安全確保 日中の場合利用者の安全確保を行う A1

2 利用者の安否確認
夜間の場合、利用者に安否確認一斉
メールを送信 A2

3 建物の安全確認 建物が安全か確認する A1

4 職員の安否確認
夜間の場合、安否確認一斉メールを
送信 A2

5 利用者の安否不明
者の訪問

安否不明者の訪問と聞き込み B

6 炊き出し
非常食メニューに従い非常食を提
供 A2

7 他施設等からの
受け入れ

災害により〇〇障がい者一時受け
入れ B

ア 災害時に応急対応する業務（災害時に増える、通常業務以外の業務）
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非常時優先業務の選定基準 

優先度 選 定 基 準 

Ａ 

Ａ１ 発災後３時間以内に 業務に着手しないと、市民の生命、生活及び財産の保

護、市内の社会経済活動の維持に重大な影響を及ぼす

ため、優先的に対策を講ずべき業務 

Ａ２ 発災後６時間以内に 

Ａ３ 発災後12時間以内に 

Ａ４ 発災後24時間以内に 

Ｂ 

遅くとも発災後３日以内に業務に着手しないと、市民の生命、生活及び財産の保

護、市内の社会経済活動の維持に相当な影響を及ぼすため、早期に対策を講ずべ

き業務 

Ｃ 
遅くとも発災後１週間以内に業務に着手しないと、市民の生命、生活及び財産の

保護、市内の社会経済活動の維持に影響を及ぼすため、対策を講ずべき業務 

Ｄ 
発災後２週間以内に業務に着手しないと、市民の生活及び財産の保護、市内の社

会経済活動の維持に影響を及ぼすため、対策を講ずべき業務 

Ｅ 

発災後２週間を超え１か月以内程度に発生する主に復旧・復興業務や通常業務の

中で、優先度の高いもの 

 

(参考)豊田市役所の優先度ランク



④業務の優先順位（業務の洗い出しシート）

豊田市障がい施設業務継続計画（BCP）

No 業務 内容 継続性 担当者

1 排泄介助 やめれない

2 食事提供・介助 やめれない

3 服薬管理 やめれない

：

体操 やめれる

：

8 利用者のお迎え
午前9時から施設のバスで利
用者をお迎え

やめれる 防災太郎

99 利用者の帰宅 利用者の送迎 やめれない

イ 通常業務



④業務の優先順位（業務の洗い出しシート）

豊田市障がい施設業務継続計画（BCP）

ウ 非常時優先業務（ア災害時に応急対応する業務とイ通常業務のやめられない

業務の中から優先順位を設定）

No 業務 内容 優先度 担当者

1 利用者の安全確保
日中の場合利用者の安全確保
を行う

A1 〇〇

2 利用者・家族の安
否確認

利用者・家族に安否確認一斉
メールを送信

A1 〇〇

3 職員の安否確認
職員宛に安否確認一斉メール
を送信

A2 〇〇

6 他施設等からの
受け入れ

災害により〇〇障がい者一
時受け入れ

B

※優先度がAランクの者は手順書を作成



⑤A優先業務手順表 …優先度がAランクの業務は手順書を作成

豊田市障がい施設業務継続計画（BCP）

手順 作業内容 詳細（マニュアル等） 着手/確認

1 メール送信
通信可能なPC、スマホから
「wadachi-kinkyu@●●.com」
宛てに

2 返信チェック
危機管理名簿（一覧表）に
返信状況を記入

3
未返信者と重篤
者の対応検討

電話、自宅・避難所訪問

業務名 利用者・家族の安否確認

優先度 A2 担当者 ●●

業務内容利用者・家族に安否確認一斉メールを送信
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氏名

Q1 けがはありませんか 無事／軽症／重症

Q2 家族でけがをした人はありませんか
無事／けが人あり／確認中

Q3 通所可能ですか 可能／不可能

Q4 （通所可能な場合）交通手段は何ですか
電車／バス／車／自転車／徒歩

Q5 その他（自由記述）

安否確認メール（文例）

• 年１回、防災週間に訓練を実施。
• 文案は端末に保存しておく。
• 携帯、スマホのアドレスをメーリングリストに登録しておく。
• アドレス確認のため、平時の訃報連絡などに緊急メールを使用、

不達アドレスをチェック、更新する。



⑥関係連絡先一覧

豊田市障がい施設業務継続計画（BCP）

No 機関名 部署 担当者 電話番号 FAX 備考

1 豊田市役所 障がい福祉課 34-6751 33-2940

2 豊田警察署 警察 35-0110 35-0330

3 足助警察署 警察 62-0110 62-0099

4 豊田厚生病院 医療機関 43-5000 43-5100

5 トヨタ記念病院 医療機関 28-0100 28-7170

6 足助病院 医療機関 62-1211 62-1820



2020/6/12厚労省事務連絡
「社会福祉施設等における事業継続計画
(BCP)の策定について」より
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総則
１．基本方針
２．推進体制
３．リスクの把握
４．優先業務の選定
５．現状の課題と対策
６．訓練
７．評価と改善

I． 自施設での対応（自助）
１．平常時の対応
２．緊急時の対応

II． 他施設との連携
１．連携体制の構築
２．連携対応

III． 地域貢献
１．被災時の職員の派遣
２．福祉避難所の運営

厚労省 社会福祉施設等におけるBCP様式


